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特別支援教育に関する資料などが閲覧できます。 

 

 
 

燕市 就学相談のご案内  

 

 

 

 

 

 
 

 

◎入学に際し、こんな気がかりや心配ごとはありませんか？ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入学に向けて気になることや不安などはありませんか。よりよい学校生活を迎えられる

ようサポートしますので、お気軽にご相談ください。 

 

 

 燕市教育委員会 

 

 

 

 

お子さんのすこやかな学びを 

サポートします 

年長児の保護者のみなさまへ 

日本語が母国語でなく、授業についていけるか不安。 

I worry that since our native language is not Japanese, 

it may be difficult for my child to study in a class. 



1 就学に関する相談 

 

お子さんの様子や保護者の考えを大事にしながら、「学びの場」について相談をします。 

 

【「学びの場」決定までの流れ】 

５月 
□「特別支援教育ガイダンス動画」を視聴する ※「3特別支援教育について」参照 

□園と相談し、就学相談会に申し込む     ※別紙「就学相談会」参照 

  

６月 

□就学相談会に参加する  会場：燕市役所 担当：燕市教育委員会 
・第 1回 就学相談会（6/9、6/10） 

・第 2回 就学相談会（6/29、6/30、7/1） 

・第３回 就学相談会（7/29、7/30、7/31） 

    

６月 

↓ 

９月 

県央特別支援学校（仮称）を検討する場合 

（他の特別支援学校の場合は別相談） 
特別支援学級を検討する場合 

□月ヶ岡特別支援学校オープンスクール 

（見学会）に参加する 

□月ヶ岡特別支援学校で教育相談を行う 

□「学びの場」について、保護者の考えを 

教育委員会へ伝える 

□学区の小学校見学会に参加する 

 
  

10月 

□小学校の就学時健康診断へ行く 

□就学時健康診断での就学相談で、「学びの場」に 

ついて、保護者の意見を伝える 
・就学時健康診断での「ことばの検査」結果から後日ことばに 

関する相談を行う場合があります 

  

 

 
 

１月 □「学びの場」についての決定通知が届く 

２月 □各校で入学説明会や面談を受ける 

 

 

母国語が日本語でないため、就学後の学習や学校生活に不安がある場合、相談してください。 

Please contact us if you have concerns about your child’s studying and school life 
after starting school since your native language is not Japanese. 

【問い合わせ】燕市教育委員会 学校教育課 日本語指導担当 0256-77-8191 

（１）通常の学級、特別支援学級、特別支援学校など「学びの場」の相談 

 両方見学することも可 

「学びの場」について 

迷われる場合は、 

再度相談を行います 

「学びの場」について、 

保護者と教育支援委員会で意見が異なる

場合は、再度相談を行います 

「Hug くみファイル」、「診断書」、「検査結果」

等をお持ちの方は、持参してください 

燕市教育支援委員会にて 

「学びの場」について協議 

（２）日本語が母国語でないお子さんの就学について 
Concerning starting school for children whose native language is not Japanese 

JJJapanese 

 



 

 

 

 

 

 

 

２ 就学以外の相談 
子育てやお子さんの発達に関する相談を行っています。 

 

 

３ 特別支援教育について 
子どもの教育的ニーズを把握し、子どもの自立と社会参加に向けて、一人一人に応じた適切な指

導と支援を行います。詳細は「特別支援教育ガイダンス動画」をご覧ください。 

 

「特別支援教育ガイダンス動画」       

右の二次元コードからご覧いただけます→→ 

https://youtu.be/YfwJatZCAHE 

 

 

４ 入学後の教育相談（支援に関する相談） 
学習面や発音の仕方、友達とのかかわり方で気になることがありましたら、学

校にご相談ください。支援の方法を相談し、適切な支援ができるようにします。

必要に応じて、医療機関や通級指導教室等の情報をお知らせします。 

 

 

５ 就学援助事業・就学奨励費について 
 市内在住の児童生徒の保護者負担を軽減するために、就学に必要な費用の一部を補助して

います。 

 

 

 

 

やむを得ない事情で、居住地の学区外の学校へお子さんを就学させたい場

合は、教育委員会の許可が必要です。希望される場合はご相談ください。 

【問い合わせ】燕市役所 子育て応援課 こどもサポート相談チーム 0256-77-822４ 

【問い合わせ】燕市教育委員会 学校教育課 学事保健係 0256-77-8211 

特別支援教育就学奨励費 

【支給対象者】次のいずれかに該当する児童生徒の保護者 

１.特別支援学級に在籍している。 

２.通常の学級に在籍し、「学校教育法施行令第 22条の

３」に規定する障がいがある。 

特別支援学校就学援助事業 

【支給対象者】 

市内在住で特別支援学校に就

学している児童生徒の保護者 

（３）学区外の学校への就学について 

 

【受付期間】 

令和８年６月１日(月)～８月７日(金) 

通常の学級、通級指導教室、特別支援

学級、特別支援学校の教育活動につ

いて紹介しています 

【問い合わせ】燕市教育委員会 学校教育課 学事保健係 0256-77-8211 

【問い合わせ】燕市教育委員会 学校教育課 特別支援教育担当 0256-77-8191 


